
平 成 30 年
３月16日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
税
務
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
職
業
能
力
開
発
校
普
通
職
業
訓
練
奨
学
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
労
働
政
策
課
）

二

…
…
…
…
…

○
訓
令

山
口
県
職
員
証
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
人
事
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

国
土
調
査
の
指
定
（
政
策
企
画
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

救
急
病
院
の
認
定
（
医
療
政
策
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
長
寿
社
会
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機
関
の
指
定
（
二
件
）
（
長
寿
社
会
課
）

三

…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

周
南
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）

四
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂
防
課
）

四
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
砂
防
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

建
築
主
事
の
所
管
区
域
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
建
築
指
導
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
阿
座
上
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
新
田
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
諏
訪
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
万
倉
西
奥
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
島
地
下
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
則

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
微
税
吏
員
（
以
下
「
検
税
吏
員
」
と
い
う
。
）
は
、

総
務
部
税
務
課
又
は
県
税
事
務
所
に
勤
務
す
る
微
税
吏
員
の
う
ち
か
ら
指
定
す
る
。

第
四
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

別
記
第
八
号
様
式
（
そ
の
一
）
の
⟹裏
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
の
⟹裏
、
同
様
式
（
そ
の
三
）
の
⟹裏
、
同

様
式
（
そ
の
四
）
の
⟹裏
、
同
様
式
（
そ
の
五
）
の
⟹裏
及
び
別
記
第
十
号
様
式
の
注
⚑
中
「差

押

」
を

「差
押
え

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
の
注
⚑
中
「差

し
押
え
る

」
を
「差

し
押
さ
え
る

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「差

押
を

」
を
「差

押
え
を

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
八
号
様
式
及
び
別
記
第
五
十
九
号
様
式
中

「

」
を

１
従
業
者
数

３
事
務
所
又
は
事
業
所
数

２
固
定
資
産
の
価
格

４
軌
道
の
延
長
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
数

「

」
に
改
め
る
。

１
従
業
者
数

３
事
務
所
又
は
事
業
所
数

５
電
線
路
の
電
力
の
容
量

２
固
定
資
産
の
価
額
４
軌
道
の
延
長
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
数

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
第
五
十
八
号
様
式
及
び

別
記
第
五
十
九
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

督
促
状
等
を
印
刷
し
た
用
紙
で
残
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
残
存
分
に
限
り
、
こ
れ
に
所
要

の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
口
県
職
業
能
力
開
発
校
普
通
職
業
訓
練
奨
学
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
号

山
口
県
職
業
能
力
開
発
校
普
通
職
業
訓
練
奨
学
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
口
県
職
業
能
力
開
発
校
普
通
職
業
訓
練
奨
学
金
貸
付
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
規
則
第
四
十
六

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

山
口
県
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局

山
口
県
職
員
証
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
職
員
証
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
職
員
証
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
九
条
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
婚
姻
、
養
子
縁
組
そ
の
他
の
事
由
（
以
下
「
婚
姻
等
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
戸
籍
上
の
氏
を
改
め
た
後
も
引
き
続
き
婚
姻
等
の
前
の
戸
籍
上
の
氏
を
文
書
等
（
別
に

定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
人
事
課
長
の

確
認
を
受
け
た
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
八
十
四
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

国
土
調
査
の
指
定
を
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

地
籍
調
査
を
行
う
者
の
名
称

下
関
市

二

調
査
地
域

下
関
市
彦
島
江
の
浦
町
一
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
四
丁
目
及
び
彦
島
江
の
浦
町
五
丁
目

三

調
査
期
間

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

四

指
定
の
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
告
示
第
八
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

こ
じ
ま
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

宇
部
市
居
能
町
三
丁
目
二
番
一
九
号

平
成
二
九
、
一
二
、
二
〇

二
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吉
村
歯
科
医
院

長
門
市
東
深
川
八
四
〇

〃

一
一
、
〃

徳
佐
薬
局

山
口
市
阿
東
徳
佐
中
三
三
八
五
の
四

平
成
三
〇
、

一
、
三
一

山
口
県
告
示
第
八
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

医
療
法
人
社
団
松
柏
会
岩
国
整

形
外
科

岩
国
市
錦
見
六
丁
目
一
三
番
四
〇
号

平
成
二
七
、

七
、

一

ま
つ
だ
歯
科

山
口
市
佐
山
一
二
五
七
の
一

平
成
三
〇
、

二
、

〃

徳
佐
薬
局

〃

阿
東
徳
佐
中
三
三
八
五
の
四

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
八
十
七
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

周
南
市
立
新
南
陽
市
民
病

院

周
南
市
宮
の
前
二
丁
目
三
番
一
五
号

平
成
三
三
、

四
、
二
〇

山
口
県
告
示
第
八
十
八
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶

者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

医
療
法
人
お
ひ
さ
ま
香
坂
歯
科

医
院

岩
国
市
南
岩
国
町
三
丁
目
二
四
番
一
九

号

平
成
二
九
、

八
、

一

フ
ァ
ミ
リ
ー
薬
局

〃

〃

一
七
番
一
五

号

〃

〃

〃

成
和
薬
局
高
水
前
店

〃

尾
津
町
二
丁
目
二
三
番
一
三
号

〃

〃

〃

多
田
薬
局

〃

多
田
三
丁
目
一
〇
二
の
六

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
八
十
九
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶

者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
も
う

い
ち
ど

岩
国
市
麻
里
布

町
七
丁
目
八
番

二
一
号

訪
問
介
護
サ
ー

ビ
ス
こ
と
り

岩
国
市
麻
里
布

町
七
丁
目
八
番

二
一
号

訪
問
介

護

平
成
三
〇
、
二
、

一

株
式
会
社
エ

ヌ
・
エ
ス
・

サ
ー
ビ
ス

〃

由
宇
町

南
沖
四
丁
目
三

番
三
号

株
式
会
社
エ

ヌ
・
エ
ス
・

サ
ー
ビ
ス
今
津

事
業
所

〃

今
津
町

六
丁
目
一
一
番

一
三
号

福
祉
用

具
貸
与

平
成
二
九
、
七
、

〃

山
口
県
告
示
第
九
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶

者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二

二
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第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
も
う

い
ち
ど

岩
国
市
麻
里
布

町
七
丁
目
八
番

二
一
号

訪
問
介
護
サ
ー

ビ
ス
こ
と
り

岩
国
市
麻
里
布

町
七
丁
目
八
番

二
一
号

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
三
〇
、
二
、

一

株
式
会
社
エ

ヌ
・
エ
ス
・

サ
ー
ビ
ス

〃

由
宇
町

南
沖
四
丁
目
三

番
三
号

株
式
会
社
エ

ヌ
・
エ
ス
・

サ
ー
ビ
ス
今
津

事
業
所

〃

今
津
町

六
丁
目
一
一
番

一
三
号

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

平
成
二
九
、
七
、

〃

山
口
県
告
示
第
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

益
田
阿
武
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古
字
床
並
一
〇
〇

〇
三
の
一
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字
字
シ
ュ
ウ
シ
ュ
ウ

八
の
三
地
先
ま
で

旧

最
狭

三
・
八

最
広

一
九
・
八

八
三
三
・
六

新

最
狭

九
・
二

最
広

四
三
・
八

八
一
二
・
七

山
口
県
告
示
第
九
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
周
南
都
市

計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

周
南
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
公
園
事
業
第
三
百
一
号
周
南
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

平
成
元
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

周
南
市
桜
木
一
丁
目
、
周
陽
三
丁
目
、
五
月
町
、
遠
石
二
丁
目
、
遠
石
三
丁
目
及
び
大
字
徳
山

山
口
県
告
示
第
九
十
三
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

江
の
浦
町
七
丁
目
⑶
地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
十
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

市

名

町

名

地

番

標

柱

番

号

下

関

市

彦
島
江
の
浦
町
七
丁
目

五
三
八
九
の
一
八

一
号

〃

〃

一
一
九
五
の
八

二
号

〃

〃

五
三
八
七

三
号

〃

〃

五
三
八
七

四
号

四
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〃

〃

五
三
八
七

五
号

〃

彦
島
江
の
浦
町
八
丁
目

五
三
八
五
の
一

六
号

〃

彦
島
江
の
浦
町
七
丁
目

一
一
六
一
の
四

七
号

〃

〃

五
三
八
五
の
八

八
号

〃

〃

五
三
八
九
の
一
一

九
号

〃

〃

五
三
八
九
の
二
九

十
号

山
口
県
告
示
第
九
十
四
号

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
五
年
山
口
県
告
示
第
六
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

城
山
地
区
に
関
す
る
部
分
二

区
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
十
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

市

名

大

字

名

字

名

地

番

標

柱

番

号

長

門

市

東

深

川

古

城

山

一
の
五

一
号

〃

〃

〃

一
の
三

二
号

〃

〃

〃

一
の
三

三
号

〃

〃

北

平

四
九
二

四
号

〃

〃

城

ノ

下

一
三
四
八
の
二

五
号

〃

〃

藍

ケ

坪

一
三
三
一
の
三
地
先

六
号

〃

〃

北

平

一
三
五
六
の
一

七
号

〃

〃

〃

一
三
五
九

八
号

〃

〃

中
太
ノ
河
内

九
八
六
の
一
地
先

九
号

〃

〃

〃

九
八
六
の
一

十
号

山
口
県
告
示
第
九
十
五
号

建
築
主
事
の
所
管
区
域
等
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
年
山
口
県
告
示
第
三
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
下
欄
中
「
四

一
か
ら
三
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

中
間
検
査
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
建
築
物
」
を
削
る
。

公

告

（
四
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

商
政
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ア
ル
ゾ
南
岩
国
店

所
在
地

岩
国
市
南
岩
国
町
二
丁
目
二
六
〇
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
万
惣

広
島
市
佐
伯
区
石
内
上
一
丁
目
八
番
一
号

山
本

誠

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
一
三
番
一
号

原
田

健

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
雑
貨
屋
ブ
ル
ド
ッ
グ

―
―

四

届
出
年
月
日

四
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平
成
三
十
年
三
月
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
二
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ア
ル
ゾ
南
岩
国
店

所
在
地

岩
国
市
南
岩
国
町
二
丁
目
二
六
〇
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
万
惣

広
島
市
佐
伯
区
石
内
上
一
丁
目
八
番
一
号

山
本

誠

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
一
三
番
一
号

原
田

健

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

─
─

株
式
会
社
セ
リ
ア

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
住
所

─
─

岐
阜
県
大
垣
市
外
渕
二
丁
目
三
八

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

─
─

河
合

映
治

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
四
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ア
ル
ゾ
南
岩
国
店

所
在
地

岩
国
市
南
岩
国
町
二
丁
目
二
六
〇
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
万
惣

広
島
市
佐
伯
区
石
内
上
一
丁
目
八
番
一
号

山
本

誠

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
一
三
番
一
号

原
田

健

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

万
惣
南
岩
国
店

ア
ル
ゾ
南
岩
国
店

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
一
日

（
四
三
）
県
営
阿
座
上
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

阿
座
上
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
阿
座
上
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
四
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
四
四
）
県
営
新
田
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

新
田
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
新
田
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
写
し
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二

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
四
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
四
五
）
県
営
諏
訪
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

諏
訪
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
諏
訪
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
四
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
四
六
）
県
営
万
倉
西
奥
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

万
倉
西
奥
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
万
倉
西
奥
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
四
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
四
七
）
県
営
島
地
下
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

島
地
下
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
島
地
下
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
四
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

公
安
委
員
会

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
三
項
第
一
号
の
表
二
輪
の
自
転
車
及
び
三
輪
の
普
通
自
転
車
の
項
第
一
号
中
「
十
六
歳
以

上
の
運
転
者
」
を
「
運
転
者
（
十
六
歳
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
十
六
歳
以
上
の
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
十
六
歳
以
上

の
」
を
削
り
、
「
二
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

四

運
転
者
が
タ
ン
デ
ム
車
（
運
転
者
の
た
め
の
乗
車
装
置
及
び
運
転
者
以
外
の
者
の
た
め
の
一
の

乗
車
装
置
（
幼
児
用
座
席
を
除
く
。
）
を
有
し
、
か
つ
、
ペ
ダ
ル
装
置
が
縦
列
に
設
け
ら
れ
て
い
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る
自
転
車
を
い
う
。
）
の
乗
車
装
置
に
運
転
者
以
外
の
者
一
人
を
乗
車
さ
せ
て
い
る
場
合

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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